
 

 

 岩手県教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月28日 

岩手県教育委員会 

教育長 佐 藤 一 男 

岩手県教育委員会規則第２号 

   岩手県教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則 

 岩手県教育職員免許状に関する規則（昭和30年岩手県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１ （上級免許状、他教科の免許状等の検定申請） （上級免許状、他教科の免許状等の検定申請） 

 第13条 ［略］ 第13条 ［略］ 

 ２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 ４ 免許法別表第５の規定の適用を受ける者のうち、単位の

修得を必要としない者にあっては、第１項第１号から第３

号まで及び第６号から第９号までに掲げる書類並びに学校

の修了証明書又は学士の学位を有することの証明書及び学

業成績証明書を提出するものとする。ただし、第２項に規

定する場合は、学校の修了証明書又は学士の学位を有する

ことの証明書及び学業成績証明書の提出を要しない。 

４ 免許法別表第５の規定の適用を受ける者のうち、単位の

修得を必要としない者にあっては、第１項第１号から第３

号まで及び第６号から第８号までに掲げる書類並びに学校

の修了証明書又は学士の学位を有することの証明書及び学

業成績証明書を提出するものとする。ただし、第２項に規

定する場合は、学校の修了証明書又は学士の学位を有する

ことの証明書及び学業成績証明書の提出を要しない。 

 ５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 

２ 目次 目次 

  第１章・第２章 ［略］  第１章・第２章 ［略］ 

  第３章 申請の手続等（第８条－第26条）  第３章 申請の手続等（第８条－第27条） 

  第４章 証明（第27条）  第４章 証明（第28条） 

  第５章 雑則（第28条－第30条）  第５章 雑則（第29条－第31条） 

  附則  附則 

  （特定免許状失効者等に係る免許状の再授与申請） 

  第25条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関す

る法律（令和３年法律第57号）第２条第６項に規定する特

定免許状失効者等（免許法第５条第１項各号のいずれかに

該当する者を除く。）であって、第８条第１項、第９条第

１項若しくは第21条の規定により免許状の授与に係る書類

を提出するもの又は第13条第１項、第15条第１項、第16条

第１項、第18条、第19条第１項若しくは第21条の規定によ

り教育職員検定に係る書類を提出するもの（第13条第１項

の規定により提出する者にあっては同条第４項の規定の適

用を受けるものに、第21条の規定により提出する者にあっ

ては施行法第２条第１項の表の第22号又は第23号の規定に

より申請するものに限る。）は、それぞれ、これらの規定

に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を提出しなければな

らない。 

  (１) 別に定める様式による免許状失効の原因となった児



 

 

童生徒性暴力等の事実関係に関する申告書 

  (２) 別に定める様式による再授与審査の申請歴に関する

申告書 

  (３) 別に定める様式による職歴・社会活動歴に関する申

告書 

  (４) 別に定める様式による再犯防止策に関する申告書 

  (５) 別に定める様式による医師等による意見書 

  (６) 別に定める様式による更生プログラム等の受講歴等

に関する申告書 

  (７) 別に定める様式による勤務状況等証明書 

  (８) 別に定める様式による申請者の復職を求める嘆願書 

  (９) 別に定める様式による反省等陳述書 

  (10) 別に定める様式による被害者等に対する慰謝措置等

に関する申告書 

  (11) その他教育委員会が必要と認める書類 

  （非常勤講師の届出）  （非常勤講師の届出） 

 第25条 ［略］ 第26条 ［略］ 

 （教科担任の許可）  （教科担任の許可） 

 第26条 ［略］ 第27条 ［略］ 

 第27条 ［略］ 第28条 ［略］ 

 （申請） （申請） 

 第28条 ［略］ 第29条 ［略］ 

  （原簿）  （原簿） 

 第29条 ［略］ 第30条 ［略］ 

  （教育長への委任）  （教育長への委任） 

 第30条 ［略］ 第31条 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、表１の項の改正部分は、公布の日から施行する。 
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